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はじめに 

 

本市では、第５次小郡市総合振興計画の中で、平成２３年度から今後１０年間のまちづ

くり計画の基本理念を「市民との協働のまちづくり」と定めました。 

  「市民との協働によるまちづくり」とは、自分たちの地域のことは、自分たちで知恵

を出して考え、自分たちで決定し、自分たちの力で実践して、みんなで責任を持ちなが

ら助け合い、支え合い、そして認め合っていく地域社会を実現していくことです。 

自助、共助、公助の組み合わせにより、それぞれ自分たちのできることは責任を持っ

て行った上で、できないことをお互いに補完し合うことが「協働」の基本となる考え方

です。 

本市は、6１の自治会（行政区）で構成されており、地域活動の基礎的な単位となって

いますが、その規模は大小さまざまであり、それぞれにおいて問題や課題を抱えています。 

現在、地域では防犯、防災、福祉、環境、教育など、市民生活に直結する課題や市民ニ

ーズが複雑化、多様化してきており、自治会（行政区）単位では解決できない問題や、行

政サービスだけで対応することが難しい状況となってきています。 

さらに、少子高齢化の進行により、高齢者世帯の増加、一人暮らしの高齢者の見守り、

子どもの居場所づくりなど、新たな地域課題も増大してきており、このままでは、市民生

活にとって必要な公的サービスを、地域社会全体で支えていくことが困難になってきてい

るといえます。 

この協働のまちづくり事業の推進においては、これまで本市で取り組みを進めてきた

「人権のまちづくり」の実績と成果を踏まえ、「差別の現実に根ざす」「豊かな関係づ

くり」「住民参加」の3つの原則に基づき、豊かな人と人とのつながりの中で、誰もが安

心して暮らすことができるまち、一人ひとりの人権が大切にされる地域社会の構築を目

指していく必要があります。 

現在、中学校区単位で先行して取り組まれてきた「人権のまちづくり」においても、

組織体制や事業内容などの課題解決に向けた取り組みを進めるにあたり、今後は、目指

すべきまちづくりの姿を同じくする「市民との協働によるまちづくり」の推進を通じ

て、人権のまちを実現していくために、具体的に検討を進めることとしています。 
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第１章 基本指針 

 

１．小郡市の地域自治の現状と課題 

（１）地域自治の現状 

  これまで、本市では、地域自治の役割を、区長を中心とした自治会（行政区）に大きく

頼ってきました。しかし、平成２１年度に実施した実態調査アンケートでは、地域自治の

現状と自治会（行政区）が抱えるさまざまな課題が浮き彫りになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新たな地域課題の増大 

 自治会（行政区）では、これまでは隣近所の助け合いなどで解決できていた問題が、今

では相互扶助意識の低下により、地域では解決できない状況になってきています。 

また、防犯や防災の対策、環境や教育の問題など、一つの自治会（行政区）だけでは対

応が困難な課題も多くなってきています。さらに、高齢化の進行により、高齢者世帯の増

加、一人暮らしの高齢者の見守り、子どもの居場所づくりなど、新たな地域課題も増大し

てきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  自治会役員の人材（担い手）の不足 

② 隣近所の助け合いなど相互扶助意識の低下 

③ 昔ながらの地域コミュニティの崩壊 

④ 核家族化や都市化による自治会加入率の低下 

⑤ 少子高齢化による新たな課題への対応 

公的サービス 

地域で解決 

するもの 

空白？ 

行政が担うもの 

今まで これから 

地域が必要とする公的サービスはますます増大し、 

これまでになかったような地域課題も増えています。 

高齢者の 

一人暮らし 

防犯・防災 空き家 

子育て支援 

地域で解決 

するもの 

公的サービス 

行政が担うもの 
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（３）少子高齢化の進行 

①現在の小郡市の人口等 

  

 

 

 

 

②小郡市の将来人口推移  

 

  ※人口推計部分（平成 27 年以降）：出典「日本の地域別将来推計人口（H25.3 月）」（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 今から２５年後（平成５２年）の本市の人口推計では、総人口は６，９６９人減少し、５

２，５３８人と予測されています。また、高齢者人口は、４，５８９人増加し、高齢化率は

３６．5％と予測されており、年少人口の減少とあわせて、本市の将来の少子高齢化の姿が

見えてきます。 

これからは、少子高齢化社会の到来から発生する問題が、さまざまな分野で市民生活に大

きく影響を及ぼしていくことが予想されます。 

このことから、本市においても、これらの地域課題を解決していくために、「自分たちの

まちは自分たちでつくる」ことを基本に、市民主体のまちづくりの実現と地域コミュニティ

の活性化を目指した、新たな地域自治の体制づくりが必要になっているといえます。 
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老年人口(65歳以上) 生産年齢(15～64） 年少人口(0～14) 高齢化率

小 郡 市 平成２７年１月１日現在 

人  口 ５９，５０７人 

うち６５歳以上人口（高齢化率） １４，６１２人（２４．６％） 
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２．新たな地域自治の体制づくり 

（１）協働の定義 

 本市では、平成２３年３月に第５次小郡市総合振興計画を策定し、その中で、基本理念

を「市民との協働によるまちづくり」と定め、新たな地域自治の体制づくりとして、市民

と行政との協働のまちづくりを推進していくことを決定しました。 

 「協働」とは、「地域課題を解決するために市民相互が、または、市民と行政が、お互

いの個性や能力を活かしながら連携・協力して活動し、その成果を共有していく営み」

をいいます。 

 

※ここでいう「市民」とは、市民個人ばかりでなく、自治会（行政区）など地域コミュニティ、ＮＰＯ・

ボランティア団体など各種団体や組織、企業・事業所等も含めた、この地域に住み、活動する全ての

主体を指します。また、「行政」とは、各行政機関及び市職員を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本理念 

  私たちは、小郡市を、豊かな人と人とのつながりで、誰もが安心して暮らすことので

きるまちにしたいと願っています。この願いを実現するために、一人ひとりの人権が大

切にされるまちを基本として、人と人との豊かなつながりを大切にしながら、市民も行

政も、小郡市に住むみんなが協働してまちづくりを進めていくこととします。 

 

（３）自助・共助・公助 

  「自分たちのまちは自分たちでつくる」ことを基本に、自助・共助・公助の組み合わせ

によって、相互に補完し合いながら地域課題の解決にあたることが「協働」の考え方です。 

 

 
NPO、 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

地域 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

企業、 

事業所 
行政 

市民 

自治会（行政区） 

まちづくり組織 
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（４）協働の領域 

  協働には、「市民相互の協働」と「市民と行政の協働」があります。 

「市民相互の協働」とは、「自助・共助」の範囲において、さまざまな市民・団体の皆さ

んが個々の得意分野や個性を活かしながら、連携・協力して取り組んでいくことです。 

  また、「市民と行政の協働」は、「自助・共助」と「公助」との中間の部分が、その領域

として考えられます。例えば、問題解決のために市民が主体的に活動することに対して、

行政が財政支援や市職員による人的支援を行うこともあれば、行政が主体的に行うことに

対して、市民が参画することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○さまざまな「市民と行政の協働」の形態 

 

協働の形態 概  要 

事業委託 

市民の主体性、専門性など個性や能力を活かして、行政が行うよりも効率

的、効果的に実施できる事業については、その全部又は一部を委託する形

態です。 

事業協力 
市民と行政の相互の役割分担により、一定期間、継続的な関係のもとで協

力して事業を行う形態です。 

自助：身の回りの生活上の問題は、最も身近な

個人や家族が解決にあたる。 

共助：市民や地域の助け合いで解決にあたる。 

公助：行政や公的機関等が公的に支援を行う。 

協働

共助

自助公助

協働の基本となる考え方 
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（５）協働に期待される効果 

 協働のまちづくりに期待される効果として、次の３点があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実行委員会 

市民と行政が人的、物的資源を相互に出し合い、新たな組織を設置して取

り組む形態です。実行委員会は、イベントの開催など期間を限定した組織

であることが通常です。 

共催（共同主催） 
市民と行政が、共に主催者（共同主催）となり、事業の企画や実施を共同

で行う形態です。主催者として事業の責任と関わりが求められます。 

後援（名義後援） 

市民が主催する事業に対して、行政が名義使用などによる支援を行うこと

により、社会的信頼が高まることや市民の理解や関心が促進されることが

期待されます。 

補助金・助成金 
市民が主体となって行う事業に、行政が政策目的を達成する観点から財政

支援を行う形態です。 

① 市民主体のまちづくりの実現 

市民の自主的・主体的な活動を通じて、多くの市民・各種団体等の皆さんのま

ちづくりへの参画を促すことができます。 

また、地域でまちづくりの担い手を幅広く募ることによって、お互いの役割分

担を促進し、人材の活用と育成を図ることが期待できます。 

② 地域の実情に応じたまちづくりの実現 

行政の一律的な事業では対応が困難な地域課題にも、地域の実情や特性に合わ

せて個性的で多様なまちづくりが行えるようになります。 

また、自治会（行政区）単位では対応が困難な問題も、自治会（行政区）の範

囲を超えた広域的な取り組みが可能になります。 

③ 既存の自治会等を新たなコミュニティの中で活性化 

  地域の自治会（行政区）や各種団体等の個性や能力を活かしながら、さまざまな

知恵やアイディアを持ち寄ってまちづくりを実践することで、それぞれの活動を

活性化することができます。 
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３．まちづくり組織の役割 

（１）まちづくり組織とは？ 

①３つのキーワード（手法） 

本市では、平成 24 年度から、協働のまちづくり事業の取り組みを推進しています。 

この協働のまちづくり事業は、各小学校区を単位として、自治会（行政区）や各種団体

等の皆さんを主体とした「まちづくり組織」を設置し、一人ひとりの人権を尊重しながら、

具体的なまちづくり活動に取り組んでいくことによって、地域課題の解決と市民の自主

的・主体的なまちづくりの実現を目指したものです。 

「まちづくり組織」では、全ての活動に人権の尊重を中心に据え、「協働」「参画」「共

感」を 3 つのキーワード（手法）として、まちづくり活動を推進していくこととします。 

  

協働 
市民と行政は、まちづくりのパートナーです。 

互いの立場を尊重し、対等の関係で、共通の目的を達成するために連携・協

力して取り組みを進めます。 

参画 
まちづくりの主役は市民です。 

市民は、さまざまなまちづくりに参画し、自分たちで知恵を出して考え、自

分たちで決定し、自分たちの力で実践します。 

共感 

お互いの思いを受け止め、お互いに理解を深めることによって、自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めることです。 

お互いの人権を尊重する共感と、そこから生まれる行動を通して、人と人と

が豊かにつながるまちづくりの取り組みを進めます。 

 

※現在、各小学校区では、「○○校区まちづくり準備会」「○○校区協働のまちづくり協議会」「○○校

区まちづくり委員会」などさまざまな名称が使用されていますが、本計画では「まちづくり組織」と

して総称することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●なぜ小学校区単位なの？ 

まちづくり組織の単位を小学校区とした理由は次のとおりです。 

①市民の日常的な生活圏内で、面識社会を構成できる範囲であること 

②地域の問題を自らの問題として共有できるコミュニティの範囲であること 

③ＰＴＡや子ども会活動など小学校を中心とする既存のネットワークが活用できること 

④地域活動の拠点として校区公民館を活用できること 
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②まちづくり組織の活動 

まちづくり組織は、役員会や総会など「意思決定機関」としての役割と、まちづくり活

動を具体的に実践する「事業の実施機関」としての役割を併せ持つものです。 

さまざまな地域課題の中で、自治会（行政区）で取り組むよりも、小学校区単位で取

り組んだほうが効果的、効率的な活動については、このまちづくり組織の部会活動とし

て取り組むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自治会（行政区）との関係 

まちづくり組織は、小学校区において、自治会（行政区）や各種団体等の皆さんが連携・

協力していくための地域の共同体です。 

それぞれの自治会（行政区）が、地域活動を行っていくことを前提としながら、さらに

小学校区のまちづくり組織の連携・協力によって、まちづくりを重層的に補完していくこ

とを目指したものです。 

そのため、小学校区にまちづくり組織が設置されても、従来の自治会（行政区）の役割

や業務が、まちづくり組織に移管されるものではありません。 

 

 

 

 

 

 ※まちづくり組織の構成団体（例） 

① 自治会（行政区）、自治公民館、老人会、子ども会など、地域（地縁）を基盤に活動しているもの  

② ＰＴＡ、消防団、防犯団体など、地域（地縁）を基盤に目的別・課題別に活動しているもの  

③ ＮＰＯ、ボランティア団体など、地域（地縁）を超えて目的別、課題別に活動しているもの 

行

政 
協働 

 

市 

民 

参画 

 
意思決定機関 

（総会、役員会） 

まちづくり組織 
自治会（行政区）、自治公民館、各種団体等、その地域

に住んでいる多くの市民・団体の皆さんの参画 

事業の実施機関 

（各部会活動） 

※各種団体等の名称は例示です。 



- 9 - 

 

（２）まちづくり組織に期待される役割と活動 

まちづくり組織では、地域社会に豊かな人と人とのつながりで、誰もが安心して暮らす

ことのできるまち、一人ひとりの人権が大切にされる地域社会の構築を目指していく役割

と活動が期待されます。 

平成２６年５～７月に実施した「協働のまちづくり市民参加型会議（ワークショップ）」

において話し合われた内容を基に、まちづくり組織に期待される役割と活動について例示

しています。 

 

●地域課題の解決に向けて 

①安全・安心体制の確立 

防災活動の中心的な役割は、自治会（行政区）の自主防災組織が担うこととなりますが、

小学校区では、自治会（行政区）の自主防災組織の活動を支援するため、勉強会や研修会

の開催、市民への防災知識の普及啓発、避難訓練の実施等の取り組みが求められます。防

犯活動についても、小学校区での防犯パトロール等の取り組みが効果的です。 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者の見守り、健康増進 

これまでも、高齢者が安心して日常生活が送れるよう、ふれあいネットワーク事業や

高齢者の見守り活動など、行政だけでは対応しきれないきめ細かな活動が推進されてい

ます。今後も、高齢者の誰もが安心して暮らせるような地域の支え合いが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪活動例≫ 

・防災の勉強会、研修会の開催 

・防災マップ、危険個所マップの作成 

・防災訓練、避難訓練の実施 

・子どもの見守り活動、防犯パトロール組織の充実 

・情報の提供 など 

≪活動例≫ 

・高齢者の見守り活動（ふれあいネットワーク） 

・健康づくり、介護予防の充実（サロン事業） 

・高齢者の出番づくり、引きこもり予防 

・生活支援活動（困りごと相談、買い物支援など） など 
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③青少年の健全育成、次世代育成 

次世代を担う子ども達がさまざまな人達と出会い、体験を重ねることは、地域の教育

力として重要な役割です。今後も、地域で積極的に青少年の健全育成に向けた活動を行

っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

④生活環境の維持・改善 

これまで、地域では環境美化活動や一斉清掃等さまざまな環境衛生に係る事業に取り

組まれています。今後も、市民が快適な暮らしを送ることができるよう、生活環境の維

持・改善に向けた取り組みを推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

●組織運営の活性化に向けて 

①地域交流・親睦 

お祭りや伝統行事、スポーツなどのレクリエーションや親睦活動を通じて、市民同士

の交流をさらに促進し、地域の絆を深めることが重要です。子どもや大人、高齢者、障

がいがある人など、地域に住む皆さんがお互いに知り合い、理解し合うことが地域の支

え合いにつながります。 

また、古くから伝わる歴史や文化などを守り、次世代に伝えることで、地域への愛着

を深めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪活動例≫ 

・あいさつ運動（オアシス運動）、通学路の見守り活動 

・子ども達の自主的活動（通学合宿、集団キャンプ） 

・高齢者と子どもの多世代交流 

・子育てサークルの充実、子ども会への支援 など 

≪活動例≫ 

・道路、河川、公園の除草や一斉清掃、空き缶拾いなど環境美化活動 

・空き地等の環境の適正管理 

・竹切り、花壇づくり、公園整備 

・ペットのふん、ごみのポイ捨てなどマナーアップキャンペーン 

・自然に触れ合うイベント、環境に関する勉強会 など 

≪活動例≫ 

・夏祭り、文化祭、地域の伝統行事 

・スポーツ大会、レクリエーション活動、あいさつ運動 

・音楽や映画などを楽しむサークル活動の活性化 

・伝統的な行事の次世代への継承 

・名所、歴史の観光資源の掘り起しとＰＲ など 
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②情報発信・情報共有 

地域のまちづくり活動に関する情報を共有するとともに、まちづくり活動への参画の

必要性や意義についても積極的に発信することで、市民の関心を高め、まちづくり活動

の活性化につなげることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

③活動を担う多様な人材の活用 

「まちづくりは人づくり」といわれるように、地域のまちづくりや活動を進めるため

には、まちづくりを実践する人材の発掘や新たにまちづくりの担い手となる人材の活用

が重要になります。 

地域には多くの市民が住んでいて、それぞれに得意分野や豊富な知識、経験を持たれ

ています。小学校区のまちづくりには、多様な皆さんが参画し、役割が担えるよう、ま

ちづくりの人材を発掘し、活用を図っていくことが大切です。そのことが新たな人材の

育成につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まちづくり組織の部会構成 

まちづくり組織には、「意思決定機関」として総会、代表者会議、役員会等が組織され、

「地域課題の解決に向けた具体的な事業を実施する機関」として各部会が設置されます。

これにより小学校区における具体的な協働のまちづくり事業が推進されることになりま

す。 

部会については、全校区のまちづくり組織において標準的に設置する「必置部会」と、

地域の実情や特性に応じて任意で設置する「任意部会」に分類します。 

「必置部会」は、「防災に関する部会」「青少年育成に関する部会」「環境衛生に関する部

会」「健康福祉に関する部会」の４部会とし、まちづくり組織の活動の基盤となる部会と

して位置付けます。 

「任意部会」は、それぞれの地域の実情や特性に応じて、さまざまな部会の設置を検討・

協議していただくことができます。 

≪活動例≫ 

・校区のまちづくりだより（通信）や広報紙の作成、発行 

・地域の回覧板、ホームページの活用 

・アンケート調査やワークショップの開催などによる課題の共有 

≪活動例≫ 

・行事や活動への参加の声かけ（お誘い） 

・行事や活動の役割分担（出番づくり、居場所づくり） 

・自治会（行政区）や各種団体等の活動の共有、勉強会 

・新しい役員の引継ぎ勉強会 
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※活動内容はあくまで例示です。この他にも、地域の実情や特性に応じて、さまざまな活動を実施して

いただくことができます。 

  

 部 会  活 動 内 容 の 例 

必置部会 

防災に関する部会 
自主防災活動、防災マップの作成、防災研修会など、地域の防災力の

強化に取り組んでいく事業 

青少年育成に関す

る部会 

青少年育成活動、子育て支援活動、家読推進活動など、次世代育成と

して地域の子ども達を地域で育んでいくことに取り組んでいく事業 

環境衛生に関する

部会 

リサイクル推進活動、地域の美化作業、道路・公園の清掃活動など、

市民の生活環境の維持、改善に取り組んでいく事業 

健康福祉に関する

部会 

高齢者の見守り活動、サロン事業、健康づくり事業など、健康福祉を

増進していく事業 

各部会や各構成団体の代

表で構成し、組織の運営に

関する事項について協議

を行う。 

まちづくり組織の構成(例) 

個別の地域課

題に応じて具

体的な事業を

行う部会を設

置する。 

役員で構成し、組織の運営

や事業について企画・立案

を行う。 

総 会 
組織の最高議決機関と

して、事業計画、予算、

規約、役員体制など基本

的な事項を決定する。 

組織の庶務・会計等の処

理を行う。 

○
○
部
会 

○
○
部
会 

○
○
部
会 

○
○
部
会 

○
○
部
会 

役 員 会 

代表者会議 
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４．協働のまちづくり推進事業（市の支援策） 

（１）協働のまちづくりの推進体制 

本市では、協働のまちづくり事業を推進するため、各まちづくり組織の運営・活動を

支援します。 

地域の抱えるさまざまな課題に対しては、行政の関係所管部署が情報を共有し、連携

して対応できる体制を整える必要があります。そのため、協働のまちづくりに関する地

域総合窓口を「協働推進課」に置き、小学校区のまちづくり組織との連携・協力を行う

とともに、庁内に「協働のまちづくり庁内推進委員会」を設置し、推進体制を確保しま

す。 

また、全市的な協働のまちづくり事業のさらなる推進とまちづくり組織の連絡・調整

を図るため、まちづくり組織の代表者等による「協働のまちづくり推進連絡会議」を設

置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）校区推進員による人的支援 

小学校区における協働のまちづくり事業を活性化するために、事務局支援の機能が重要

になることから、平成 26 年度から年次的に「校区推進員」を各校区公民館に配置してい

ます。 

今後も、校区推進員の配置により、まちづくり組織の自立的な運営に向けた支援を行い

ます。 

 

 

（関
係
所
管
部
署
） 

協
働
の
ま
ち
づ
く
り 

庁
内
推
進
委
員
会 

（地
域
総
合
窓
口
） 

協
働
推
進
課 

ま
ち
づ
く
り
組
織 

連携・協力 

対応すべき課題 

等の調整 連絡、報告等 

連絡・調整 

・課題等の相談、協議 

・情報提供 

市 役 所 

校
区
推
進
員 

連絡・調整 

・相談、助言、協議等 

・市からの情報提供 

・事務的支援 

支援、指導等 協働のまちづくり 

推進連絡会議 

課題の検討、 

方針の決定等 

連携、協力等 

方針、調整等 

地域組織 

※まちづくり組織の構成はＰ８の図を参照 
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（３）地域活動の拠点施設の確保 

まちづくり組織がさまざまな活動を継続的に実施していくためには、活動の拠点とな

る施設が必要です。 

本市では、小学校区に設置されている校区公民館を協働のまちづくり活動の拠点施設

として位置付けます。 

 

 

（４）まちづくり組織への財政支援 

まちづくり組織が、組織を運営し、まちづくり活動を推進していくためには、その規

模や活動内容等に応じた公的な財政支援が必要です。 

市としては、まちづくり組織が、地域自治のための組織であるとともに、小学校区にお

ける公共サービスの担い手であることから、「協働のまちづくり推進事業支援金」による

財政支援を行います。  

 

（５）市民への情報提供と市職員の意識啓発 

多くの市民や各種団体等の皆さんが、「協働」の意味や必要性を理解し、まちづくりへ

の関心を高めていくために、協働のまちづくりに関する情報を広報おごおりやホームペー

ジ等で積極的に発信するとともに、説明会等を実施することによって、市民への情報提供

に努めます。 

また、市職員の協働のまちづくり事業に対する理解を深めるとともに、地域のまちづ

くり活動への積極的な参画と協力を促していくためにも、市職員の意識啓発を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 区 拠点施設 校 区 拠点施設 

のぞみが丘小学校区 のぞみがおか生楽館 大原小学校区 大原小（公民館準備室） 

三国小学校区 ふれあい館三国 小郡小学校区 小郡交流センター 

立石小学校区 くろつち会館 御原小学校区 御原校区公民館 

東野小学校区 ひまわり館東野 味坂小学校区 味坂校区公民館 
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第２章 実施計画 

 

１．実施計画の概要 

（１）計画の目的 

本市では、第５次小郡市総合振興計画の中で、まちづくり計画の基本理念を「市民との

協働のまちづくり」と定めました。 

「自分たちのまちは自分たちでつくる」ことを基本に、自助・共助・公助の組み合わせ

によって、お互いに補完し合いながら、地域の課題解決に当たることが「協働」の基本と

なる考え方です。 

本計画は、第１章の基本指針を踏まえ、さらに具体的かつ計画的に本市の協働のまち

づくり事業の取り組みを推進するために策定するものです。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、第５次小郡市総合振興計画で定められた基本理念「市民との協働のまちづく

り」に基づき、基本計画「第 6 章 新たな小郡市の地域自治体制づくり 第２節 新たな

地域自治」について、より具体化を図るための計画として位置付けます。 

 

（３）目指すべき姿 

本市のこれまでの協働のまちづくり推進事業の考え方と各小学校区における協働のま

ちづくりの取り組みを踏まえ、「すべての市民の人権が尊重され、市民が主役の豊かなま

ちづくり」を目指して計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（４）重点項目 

本計画では、基本指針に示されている、本市の協働のまちづくりが目指すべき姿を実現

するため、次の３つの取り組みを重点項目として、具体的な施策に取り組んでいきます。 
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① 総合的な推進 

全市的な協働のまちづくり事業のさらなる推進と小学校区におけるまちづくり組織

の活性化に向けて、総合的な施策の推進に取り組みます。 

② 体制づくり  

小学校区における協働のまちづくり事業を推進していく上において、人的、物的、

財政的な面からの支援体制を構築するとともに、実施計画の推進体制を確保します。 

③ 意識づくり  

市民や市職員の協働のまちづくり推進事業に対する理解を深めるとともに、地域で

のまちづくり活動への積極的な参画を促すため、情報提供と意識啓発を進めます。 

 

（５）計画の期間 

本計画の期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間とし、実施計画の進捗状

況や社会情勢の変化等により、必要に応じて計画内容の見直しを図ることとします。 
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２．重点項目の取り組み 

（１）総合的な推進 

①実施計画の推進 

【現状と課題】  

本市では、平成24年度から、小学校区における協働のまちづくり事業の取り組みを

推進しており、今後も、さらに協働のまちづくり事業の具体的な推進に取り組んでい

く必要があります。 

 

【今後の取組み】  

全小学校区において設立されたまちづくり組織の基盤づくりを進めるとともに、各

小学校区における協働のまちづくり事業の具体的な推進に取り組みます。 

また、まちづくり組織の部会活動の取り組みを進めていくことに伴い、小学校区に

おける各種団体等との調整を図るとともに、連携・協力できる体制づくりに努めま

す。 

 

≪具体的な施策≫  

・協働のまちづくり事業の推進（総会、役員会等の組織運営、部会における事業実施） 

・小学校区における各種団体等との連携・協力の体制づくり 

 

②部会事業の拡充 

【現状と課題】  

まちづくり組織の部会活動は、地域の実情や特性に合わせて、具体的な地域課題の解

決を目指すものです。 

部会については、標準的に設置される「必置部会」と、地域の実情や特性に応じて設

置される「任意部会」とに分類されるため、まずは、「必置部会」の設置を推進する必要

があります。 

 

【今後の取組み】  

必置部会として、防災に関する部会、青少年育成に関する部会、環境衛生に関する部

会、健康福祉に関する部会の４部会については、全小学校区での設置を推進します。 

任意部会についても、地域の実情に合わせて市民のニーズに応じた個性的なまちづく

りを実施していくために、新たな部会の設置について検討を行います。 

また、それぞれの部会においては、今後の目指すべきまちづくり活動の方向性を考え

るため、部会における活動方針について検討を行います。 
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≪具体的な施策≫  

・まちづくり組織における必置部会の設置 

・部会活動の拡充と新たな任意部会の設置 

・それぞれの部会活動方針の検討 

 

③市民と行政の協働 

【現状と課題】  

「協働」のあり方の一つである「市民と行政の協働」にもさまざまな形態があります。

本市では、地域の各種団体等が行っている活動の中でも、公益性・公共性が高いまちづ

くり事業については、市として積極的に共催や後援等を行うことにより、「市民と行政の

協働」を推進していく必要があります。  

また、地域で協働のまちづくりを推進していくにあたっては、まちづくり組織に参

画する各種団体等が、相互に意見交換や交流ができる機会の確保が必要です。  

 

【今後の取組み】  

まちづくり組織や地域の各種団体等が実施するまちづくり活動については、「市民

と行政の協働」を推進する観点から、積極的に共催や後援等による支援を行います。  

また、まちづくり組織に関わる役員や部会活動に参画する各種団体等の皆さんを対

象に、協働のまちづくりに関する意見交換会、研修会、説明会を実施します。 

 

≪具体的な施策≫  

・市民と行政の協働の推進（共催、後援等による支援） 

・協働のまちづくりに関する意見交換会、研修会、説明会の実施 

 

④新たな協働事業 

【現状と課題】  

今後、さらに協働のまちづくり事業を全市的に推進していくためには、まちづくり組

織の位置付けや役割、財源措置等について、法制化していく必要があります。 

また、市民と行政が対等・協力の関係で協働事業を進めていくためには、行政から

市民や各種団体等への依頼という形だけではなく、市民や各種団体等から協働事業の

提案が可能になる仕組みづくりが必要です。  

 

【今後の取組み】  

本計画の進捗状況や地域自治の状況を踏まえ、まちづくり組織の法的根拠を明確に

するため、「協働のまちづくり推進条例（仮称）」の制定に向けた検討を行います。 

また、現行のまちづくり支援基金を活用し、市民提案型協働事業の導入等も含めた

新たな協働事業の制度化を検討します。  
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≪具体的な施策≫  

・協働のまちづくり推進条例（仮称）の制定 

・市民提案型協働事業（まちづくり支援基金活用事業）の制度化 

 

（２）体制づくり 

 ①推進体制の確保 

【現状と課題】  

現在、協働のまちづくり事業を推進する上において、まちづくり組織の代表者等で構

成する「協働のまちづくり推進連絡会議」を設置し、各小学校区の協働のまちづくり事

業の推進、部会活動の実施、組織の基盤づくりに向けた協議を行っています。 

また、平成２６年度から 2 年間は、各小学校区で動き始めたばかりのまちづくり組織の

活動や部会設置などの基盤づくり、自立的運営に向けた指導・助言を行うため、「協働の

まちづくり推進連絡会議委員（識見を有する者、以下「推進会議委員」という。）」を委嘱

しています。 

庁内においては、「協働のまちづくり庁内推進委員会」を設置し、本計画の策定と協働

のまちづくり事業の推進に向けた検討、協議を行っています。 

 

【今後の取組み】 

今後も、引き続き、協働のまちづくり事業の円滑な推進及び自立的な運営を促進して

いくため、「協働のまちづくり推進連絡会議」を開催していくとともに、推進会議委員

による、まちづくり組織の基盤づくりや自立的運営に向けた指導、助言を行います。 

また、庁内においても、「協働のまちづくり庁内推進委員会」を開催し、全市的な協働

のまちづくり事業の推進に関する協議を行います。 

 

≪具体的な施策≫  

・協働のまちづくり推進連絡会議の開催 

・推進会議委員による指導、助言（平成２６年度から２年間） 

・協働のまちづくり庁内推進委員会の開催 

 

②事務局支援 

【現状と課題】  

平成 26 年度から年次的に校区推進員を各校区公民館に配置し、まちづくり組織の事

務局支援を行っています。平成２６年度には、３名（６校区担当）の校区推進員を配置

しています。 

  小学校区における協働のまちづくり事業を活性化していくためには、まちづくり組

織の事務局支援体制が継続的かつ安定的に確保される必要があります。 
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【今後の取組み】  

今後も、さらに校区推進員を全校区に配置することによって、まちづくり組織の事務

局支援の充実を図ります。 

また、今後の事務局支援のあり方として、まちづくり組織における専任事務局員の雇

用についても検討を行います。 

 

≪具体的な施策≫  

・校区推進員の年次的配置の拡充 

・まちづくり組織における専任事務局員の雇用の検討 

 

 ③拠点施設の整備 

【現状と課題】  

まちづくり組織の部会活動や地域のまちづくり活動を活性化していくためには、各

小学校区において活動の拠点となる施設の確保が必要です。 

本市では、校区公民館を協働のまちづくり活動の拠点施設として位置付けています。 

 

【今後の取組み】  

小学校区における校区公民館については、まちづくり組織の拠点施設として利用が促

進されるよう建設・整備を推進します。また、今後は、本市におけるコミュニティセン

ターのあり方等についても検討を行います。 

 

≪具体的な施策≫ 

・小学校区における拠点施設の建設・整備 

・校区公民館の利用促進と事務室における事務スペースの確保 

・コミュニティセンターのあり方等についての検討 

 

 ④財政支援 

【現状と課題】  

本市では、まちづくり組織が、地域自治のための組織であり、小学校区における公共

サービスの担い手でもあることから、まちづくり組織が行うまちづくり事業に対して、

「協働のまちづくり推進事業支援金」による財政支援を行っています。  

 

【今後の取組み】  

まちづくり組織が、安定的に組織を運営し、継続的にまちづくり活動を推進してい

けるよう、「協働のまちづくり推進事業支援金」の拡充を図ります。 

財政支援については、まちづくり組織が自らの裁量でその使途を決定し、事業配分

するなど、自主的なまちづくりの促進につながるよう交付金化に向けた検討を行いま

す。 
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≪具体的な施策≫  

・協働のまちづくり推進事業支援金による財政支援の拡充 

 

（３）意識づくり 

①情報の発信と共有化 

 【現状と課題】  

これまで、各小学校区で取り組まれている協働のまちづくり事業の取り組みについ

ては、広報おごおりやホームページ等を通じて情報発信に努めています。また、まち

づくり組織においても、独自に校区だよりやまちづくり通信等を発行し、市民への情

報発信を行っています。 

しかし、まちづくり組織の事業内容や部会活動等については、市民に十分浸透して

いるとは言い難く、より効果的な情報発信の手法についての工夫が必要です。  

 

【今後の取組み】  

今後も、協働のまちづくり事業に関する情報については、広報おごおりやまちづく

り通信等を中心に、効果的で迅速な情報発信に努めます。 

協働のまちづくり事業への市民参画を促進していくため、協働のまちづくりについ

て情報共有ができるハンドブックやパンフレット等を作成するとともに、市民が参画

しやすいワークショップや説明会の開催に努めます。  

まちづくり組織に参画する地域の各種団体等の情報の共有化とネットワークづくり

を図ることにより、相互が連携・協力して取り組める体制づくりを行います。  

 

≪具体的な施策≫  

・情報発信の充実（校区だよりや通信の発行、広報おごおり、ホームページ等） 

・協働のまちづくりについての情報共有（ハンドブック、パンフレットの作成等） 

・地域の各種団体等の情報共有とネットワークづくり 

 

②人材の活用と育成 

【現状と課題】  

協働のまちづくり事業を推進していくためには、さまざまな市民の自主的・主体的

な活動を通じて、多くの市民や地域の各種団体等の皆さんのまちづくりへの参画と協

働を促すことが必要です。 

また、自治会（行政区）においても、地域のリーダー（区長や役員等）として地域

活動を推進していく人材の確保は、大きな課題となっています。  

 

【今後の取組み】  

協働のまちづくり事業の取り組みを通じて、多くの市民や地域の各種団体等の皆さ
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んに、まちづくり活動へ参画するきっかけづくりを行うとともに、まちづくり活動の

楽しみや魅力を理解していただくため、市民講演会等を開催します。 

また、講習会、ワークショップ等の開催により、地域でのまちづくり活動を総合的

にコーディネートできる人材の育成に努めます。  

 

≪具体的な施策≫  

・市民や各種団体等を対象とした市民講演会等の開催 

・人材育成に向けた講習会、ワークショップ等の開催 

 

③市職員の意識づくり 

【現状と課題】 

平成 25 年度に、全校区においてまちづくり組織が設立されるに至ったことから、今

後はさらに地域のまちづくり活動が活性化していくことが予測されます。 

地域の部会事業の取り組みに対して、「公助」の観点から、市の担当所管課による事業

支援の体制を構築するとともに、全ての市民がまちづくりに参画できるよう、市として

の関わりが必要です。 

また、市職員についても、これまで、市職員を対象にした研修会やワークショップ等

を実施しており、平成２６年度には、市職員がボランティアとして協働のまちづくり活

動に参画するための地域活動サポーター制度を導入しています。 

 

【今後の取組み】  

  市として、地域のまちづくり活動においては、地域の全ての市民がまちづくりに参

画できることを目指すとともに、人権の尊重を基本として地域の人と人とのつながり

が形成されるよう、その働きかけと意識づくりに努めます。 

今後も、市職員の協働のまちづくりに関する理解を深めるために、全職員を対象に

研修会やワークショップ等を実施し、市職員一人ひとりが、共通理解と統一的な対応

ができるよう意識づくりに努めます。 

また、地域活動サポーター制度の充実を図ることによって、市職員が協働のまちづく

り活動へ参画する機会の拡充に努めます。 

 

≪具体的な施策≫  

・市職員の協働のまちづくり事業に関する研修会等の実施 

・地域活動サポーター制度の拡充 
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３．計画の推進体制 

（１）施策体系図 

（別紙１）協働のまちづくり推進事業の施策体系図【Ｐ．２４】 

 

（２）実施スケジュール 

平成２５年度に全校区においてまちづくり組織（準備会含む）が設立されるに至った

ことから、平成２７～２８年度を試行期として位置付け、平成２９年度以降を形成期と

して本格実施への移行を目指します。 

 

（別紙２）協働のまちづくり推進事業の実施スケジュール【Ｐ．２５】 

 

（３）推進体制と進行管理 

本計画に実効性を持たせ、全校区における協働のまちづくり事業を着実に推進してい

くためには、体制整備を確実に進めていくとともに、適切な進行管理を行うことが必要

です。  

本計画の進行管理や点検評価を行うため、引き続き第三者機関として、「協働のまち

づくり実施計画策定委員会」を設置し、委員には公募委員を確保するなど、透明性と客

観性が確保された体制づくりに努めます。 

また、「協働のまちづくり推進連絡会議」や「協働のまちづくり庁内推進委員会」に

おいても、全市的な協働のまちづくり事業の推進の観点から、主体的に本計画の進行管

理、定期的な進捗状況のチェック、具体的な事業推進に向けた協議等を行っていきま

す。 
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（別紙１）協働のまちづくり推進事業の施策体系図 

 

 

  

重点項目 事業内容 具体的な施策 

１．総合的な推進 
①実施計画の推進 

・協働のまちづくり事業の推進（総会、役員会等の組織運営、部会における事業実施） 

・小学校区における各種団体等との連携・協力の体制づくり 

②部会事業の拡充 

・まちづくり組織における必置部会の設置 

・部会事業の拡充と新たな任意部会の設置 

・それぞれの部会活動方針の検討 

③市民と行政の協働 
・市民と行政の協働の推進（共催、後援等による支援） 

・協働のまちづくりに関する意見交換会、研修会、説明会等の実施 

④新たな協働事業 
・協働のまちづくり推進条例（仮称）の制定 

・市民提案型協働事業（まちづくり支援基金活用事業）の制度化 

２．体制づくり 

①推進体制の確保 

・協働のまちづくり推進連絡会議の開催 

・推進会議委員による指導、助言（平成２６年度から２年間） 

・協働のまちづくり庁内推進委員会の開催 

②事務局支援 
・校区推進員の年次的配置の拡充 

・まちづくり組織における専任事務局員の雇用の検討 

③拠点施設の整備 
・小学校区における拠点施設の建設・整備 

・校区公民館の利用促進と事務室における事務スペースの確保 

・コミニュティセンターのあり方等についての検討 

④財政支援 ・協働のまちづくり推進事業支援金による財政支援の拡充 

３．意識づくり 

①情報の発信と共有化 

・情報発信の充実（校区だよりや通信の発行、広報おごおり、ホームページ等） 

・協働のまちづくりについての情報共有（ハンドブック、パンフレットの作成等） 

・地域の各種団体等の情報共有とネットワークづくり 

②人材の活用と育成 
・市民や各種団体等を対象とした市民講演会等の開催 

・人材育成に向けた講習会、ワークショップ等の開催 

③市職員の意識づくり 
・市職員の協働のまちづくり事業に関する研修会等の実施 

・地域活動サポーター制度の拡充 
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（別紙２）協働のまちづくり推進事業の実施スケジュール 

 

 

施策の体系 事業項目 具体的取り組み 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

・実施スケジュールの見直し

①実施計画の推進
・協働のまちづくり事業の推進
・各種団体等との調整・連携の体制づくり

②部会事業の拡充
・必置部会の設置
・部会事業の拡充と任意部会の設置

③市民と行政の協働
・市民と行政の協働の推進
・意見交換会、研修会、説明会等の実施

・協働のまちづくり推進条例（仮称）の制定

・市民提案型協働事業の制度化

①推進体制の確保
・協働のまちづくり推進連絡会議の開催
・協働のまちづくり庁内推進委員会の開催

②事務局支援 ・校区推進員の年次的配置

③拠点施設の整備 ・校区の拠点施設の建設・整備

④財政支援
・協働のまちづくり推進事業支援金による財政
支援

①情報の発信と共有
化

・情報発信の充実
・情報の共有化、ネットワークづくり

②人材の活用と育成
・市民講演会、ワークショップ、講習会等の開
催

③市職員の意識づくり
・市職員への研修会等の実施
・地域活動サポーター制度の充実

２．体制づくり

３．意識づくり

④新たな協働事業

１．総合的な推進

実施スケジュール

全校区での配置

条例制定に向けた検討 条例の制定

必置部会の設置

試行期 形成期

制度化
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○市民との協働のまちづくりのイメージ（第５次小郡市総合振興計画より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 政 
市 民 

 

 

 

背  景 
○地方分権・地域主権の進展   ○社会・経済情勢の変化 

○少子高齢化、核家族化の進展  ○高度情報・通信技術の普及 

○市民ニーズの多様化・高度化  ○地域固有の課題の発生 

協 働 の ま ち づ く り 

求められている公共サービスの範囲 

行政ができる 

公共サービスの範囲 

                                  

                         

 

           
         

公 助 
市・県・国 

（地域でできない 

ことを行政が中心 

になって行う） 

共 助 
自治会、ＮＰＯ、 

ボランティア、民間事業者 

（地域で協力して解決する） 

自 助 
個人・家庭 

（個人や家庭で解決 

する） 

長所を活かし、短所を補完し合うお互いを尊重した役割分担 

・市民の意向を施策へ反映 

・積極的な情報提供 

・参画しやすい体制づくり 

・自分たちの地域は自分たちで創る 

・地域ぐるみでの連携、支え合い 

・まちづくりに関心を持ち参画 

求められる「公共サービス」を、

市民、自治会、行政、ＮＰＯ、

各種団体等で支え合って実現す

ることが期待される。 

活力ある地域づくり  安全・安心なまちづくり 

協働のまちづくりにより期待される効果 

①活動を通して地域への誇りや愛着が生まれ、住み続けたいと思う気持ちが醸成される 

②多様な市民の参画により、地域が活性化し、まちに人の輝きと笑顔が生まれる 

③地域の活性化、まちづくり活動への参画により、地域の安全・安心が確保される 

④地域の課題をより身近に捉えることにより多様なアイディアや解決策が生まれる 

⑤財政状況を踏まえ市民目線に立った、スリムで効率的な行財政運営につながる 
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○小郡市協働のまちづくり実施計画策定委員会設置規則 

（目的） 

第１条 本市における協働のまちづくり事業の推進にあたり、小郡市協働のまちづくり実

施計画（以下「実施計画」という。）の策定及び進捗管理を行うため、小郡市協働のま

ちづくり実施計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 実施計画の策定及び見直しに関すること。 

(２) 実施計画の進捗管理及び点検評価に関すること。 

(３) その他前条の目的を達成するために必要なこと。 

（構成） 

第３条 策定委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 各種団体の代表者 

(３) 公募の市民 

(４) その他市長が必要と認めた委員 

３ 委員の任期は、委嘱の日から２年間とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合

の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 策定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に関係者の出席を求め、そ

の意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第６条 策定委員会の事務局は、総務部協働推進課に置く。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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○小郡市協働のまちづくり実施計画策定委員名簿 

 

 氏  名 団体・機関 規則第３条第２項 

１ 
委員長 

十 時 裕 
福岡県まちづくり専門家 学識経験者 

２ 貞 清 潔 Ｗｉｔｈ Ｌａｂｏ 学識経験者 

３ 
副委員長 

河原 正治 
協働のまちづくり推進連絡会議 各種団体の代表者 

４ 大淵 泰範 協働のまちづくり推進連絡会議 各種団体の代表者 

５ 伊藤 僘一 区 長 会 各種団体の代表者 

６ 平島 正治 自治公民館連絡協議会 各種団体の代表者 

７ 佐藤 吉生 社会福祉協議会 各種団体の代表者 

８ 田中 恭子 青少年育成市民会議 各種団体の代表者 

９ 坂田 耕三 民生委員児童委員協議会 各種団体の代表者 

１０ 岩澤 正規 環境衛生組合連合会 各種団体の代表者 

１１ 小川 秀樹 小学校ＰＴＡ連絡協議会 各種団体の代表者 

１２ 吉田 繁喜 中学校ＰＴＡ連絡協議会 各種団体の代表者 

１３ 河 原 正 老人クラブ連合会 各種団体の代表者 

１４ 中尾 郁雄 小学校長会 各種団体の代表者 

１５ 髙田 末子 （市民参加型会議） 公募の市民 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小郡市協働のまちづくり実施計画 
 

平成２７年３月 

 

小郡市 総務部 協働推進課 


